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研究成果の概要（和文）：本研究では以下の三点を明らかにした。第一に国内小麦主産地のA町では、規模を縮
小した経営、および規模を急速に拡大した経営において省力的な作物である小麦の作付面積が拡大していた。第
二に日独豪における品種開発体制について分析を行い、日本では自家採種使用に対する許諾料は回収されていな
いが、品種開発、種子供給、生産物集荷が公的機関や生産者団体によって一元的に管理されているため、回収す
れば高い割合で回収可能であることを示した。第三は、日本と同じ公的育種国、カナダでは育種資金を拡充する
ために自家採種の使用に対し許諾料を課し、それを育種資金とするための法的な整備を終え、回収方法について
の議論が行われていた。

研究成果の概要（英文）：This study clarified the following three points. Firstly, in ’A' town, 
which is the main wheat producing area in Japan, the planted area of wheat, which is a labor-saving 
crop, has expanded in the management that scales down and the management that scales up rapidly. 
Secondly, we analyzed the breeding systems in Japan, Germany and Australia. In Japan, royalty of 
farm-saved seeds is not collected, but variety development, seed supply, and product collection are 
centralized by public institutions and producer groups. So if the royalty is collected, it can be 
collected at a high rate. Third, Canada, which is a public breeding country like Japan, imposes 
royalty of farm-saved seeds in order to expand breeding funds. Three ways for royalty collection was
 being discussed.

研究分野： 農業経済学

キーワード： 育種体制　育種成果　育種技術　小麦　国際比較
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研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究の意義は以下の三点である。第一に、小麦の生産性向上を規定している要因について、経営面、技術面か
らの検討に加え、さらに、制度条件として、品種開発・普及に着目したことにある。第二に、新品種が普及して
いくためには、継続的な品種開発が必要であり、ドイツ、豪州、カナダなど海外の品種開発体制や許諾料設定の
仕組みを詳しく調査し分析している。第三に、北海道の小麦産地の生産動向の解析に加え、ドイツ、豪州におけ
る小麦生産の実態を明らかにしている。
国際情勢が不安定な中で、自給率が低い小麦の生産性向上の方策を検討した本研究の社会的意義は大きい。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
１．研究開始当初の背景 
 
国は、国家戦略・知財戦略として民間活力を最大限に活用した稲や麦類の品種開発および種子

供給体制の構築を目指すため、2018 年３月に主要農作物種子法を廃止した。稲や麦類は自家採
種の使用可能な固定品種が普及しており、大豆やトウモロコシのような自家採種ができない F１

品種はほとんど普及していない。そのため、農業生産者が自家採種を用いると、品種の育成者は
種子の販売時に品種開発費用を回収することができず、次の品種を作れない状況に陥る。民間企
業が独自の資金で、稲や麦類の品種を継続して開発するには、農業生産者が自家採種を使用した
場合でも、品種開発資金を回収する仕組み作りが必須である。 
日本では、戦後一貫して主要農作物種子法の下、公的機関が公的資金を用いて稲や麦類の品種

を開発することが自明とされてきた。このため、稲や麦類の品種開発主体や品種開発資金に関す
る議論はほとんど行われてこなかった。一方、公的機関だけでなく民間企業により品種開発を行
う国では、品種開発主体や品種開発資金に関する議論もなされている。日本で、稲や麦類の品種
開発に民間参入を促すのであれば、品種開発資金の回収方法を含めた品種開発体制の構築を国
全体で推し進めることが必須の条件となる。 
 
 
２．研究の目的 

 
本研究では、自家採種の使用が可能な小麦を事例に品種開発体制と育種技術・成果に関する国

際比較を行い、育種技術を発展させ、育種成果が高い品種開発体制を明らかにする。そして、生
産規模の小さい日本においても、優れた品種の開発が持続的に可能となる小麦の品種開発体制
について考察する。 
 
 
３．研究の方法 
 
本研究では、小麦を事例に品種開発体制と育種技術・成果に関する国際比較を行うが、関係機

関から公表されているデータ、および国内外の関係機関への聞き取り調査によって得られたデ
ータを用いる。 
日本と比較を行う国は、小麦の伝統的な輸出国とする。具体的には、日本と同じく公的機関が

育種を行うカナダ、日本とは異なり民間企業が育種を行うドイツ、豪州である。 
 
 
４．研究成果 
 
 研究実施期間に、新型コロナウイルス感染症のまん延のために、国内外の移動が規制された。
そのため、当初計画していた国すべてで聞き取り調査を実施できなかったが、コロナ前に調査し
た内容を中心に分析を進めた。主な成果は以下の三点である。 
 
（１）国内主産地の動向 
 
日本の小麦の６～７割は北海道で生産さ

れる。その中でも特に小麦の主産地である
十勝地域に位置するＡ町を取り上げ、畑作
地域および畑作経営における小麦の位置づ
けを明らかにした。 
図１に、日本、北海道、十勝地域、A 町に

おける規模別農業経営体数割合の推移を示
した。A 町は、規模拡大が進む十勝地域の
中においても大規模化が進展している町で
ある。この A 町において、2004～14 年の畑
作経営における作付構成の変化を分析し
た。通常、畑作経営では、労働力が一定のま
ま規模拡大が進めば、労働集約的な作物か
ら省力的な作物へと作付けが移り、粗放的
な作付構成になることが懸念される。本研
究の分析結果によると、Ａ町では、労働者数
が限られた中で大規模化が進展しているも
のの、新技術の導入により経営全体の作付 

図１ 日本、北海道、十勝地域およびＡ町における
規模別農業経営体数割合の推移 

資料：農林水産省「農林業センサス」各年次。 



 
図２ 小麦の許諾料回収ポイント 

資料：聞き取り調査。 
注：1）図中の「☆」は、許諾料の回収ポイント。 

2）ドイツや豪州では、育種会社、種苗会社および種苗販売業者が、同一もしくはグループ会社の場合
がある。こうした場合、品種登録の審査中に種子生産を始め、品種登録後すぐに新品種の種子販売
が可能となる。 

 
 
構成は維持されていた。しかし、規模を縮小した経営、および規模を急速に拡大した経営におい
ては省力的な作物である小麦の作付面積が拡大しており、経営基盤の強化のためには小麦の土
地生産性の向上が求められる状況にあった。 
 
（２）日独豪における品種開発資金の回収方式 
 
日独豪における品種開発体制について分析を行った。図２に示すように日本では、自家採種か

らの許諾料の回収は行われていないが、認証種子使用率が高いこと、生産物の流通経路が限られ
ていることを勘案すれば、ドイツと同じ回収方式でも高い割合で許諾料が回収できる。また、豪
州方式を採用しても、小麦の集荷は生産者団体がほぼ独占していること、国内生産の小麦が飼料
として使用されることはほとんどないことなどから、高い割合で育成者権に関わる許諾料を回
収することも可能である。しかし、こうした高い回収率は、品種開発、種子供給、生産物集荷の
それぞれが、公的機関や生産者団体によって一元的に管理されている現状にあってこそ可能と
いえるのであり、民間会社が小麦育種に参入すれば、種子供給の多元化、自家採種使用率の上昇
といった変化が生じる可能性がある。したがって、仮に小麦においても民間会社の育種事業への
参入を促進するのであれば、国全体として、許諾料回収方式や自家採種に対する許諾料の扱いに
ついても、検討を進めておく必要がある。 
 
（３）カナダにおける品種開発資金の回収に

関する議論 
 
 日本と同じ公的育種国、カナダを取り上げ
た。図３にカナダにおける小麦の新品種およ
び種子の供給体制を示した。カナダでは、チ
ェックオフが育種資金として用いられてい
るが、これを拡充するために、自家採種の使
用に対し許諾料を課し、それを育種資金とす
るための法的な整備を終えていた。そして、
それをどのように回収するのかといった議
論が行われていた。日本では、小麦の生産量
が少なく、また、生産費ですら売上で賄うこ
とが難しく交付金が支払われている。そのた
め、小麦育種に対しては、ある程度の公的資
金の流入は避けられない。民間会社が小麦育
種に参入した場合、どのように公的資金を投
入するのか、公的育種機関とのすみ分けはど
うするのか、なども解決すべき課題としてあ
げられる。 

図３ カナダにおける小麦の新品種および種子の
供給体制 

資料：聞き取り調査をもとに筆者作成。 



 
本研究の成果は、報告書にまとめ、調査協力者および関係機関へ配布を行った。 
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